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     八王子市保育園条例の一部を改正する条例設定について       
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   八王子市保育園条例の一部を改正する条例 

 八王子市保育園条例（昭和２５年八王子市条例第６号）の一部を次のように改

正する。 

  
  改 正 後 改 正 前 

 （保育の提供）  （保育の提供） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の保育の提供を受けようとする乳

児又は幼児の保護者は、別に定めるところ

により、教育・保育給付認定を受けなけれ

ばならない。ただし、前項第２号の特別保

育については、この限りでない。 

３ 前２項の保育の提供を受けようとする乳

児又は幼児の保護者は、別に定めるところ

により、支給認定を受けなければならな

い。ただし、前項第２号の特別保育につい

ては、この限りでない。 

  

 （利用者負担額）  （利用者負担額） 

第７条 一般保育について、保育園を利用し

ようとする乳児及び満３歳未満の幼児（満

３歳に達する日以後の最初の３月３１日ま

での間にある幼児をいう。以下同じ。）

の保護者は、当該乳児及び満３歳未満の幼

児が保育を受けるための費用（以下「利用

者負担額」という。）を、市が指定する期

日までに支払わなければならない。 

第７条 一般保育について、保育園を利用し

ようとする乳児及び幼児の保護者は、当該

乳児及び幼児が保育を受けるための費用

（以下「利用者負担額」という。）を、市

が指定する期日までに支払わなければなら

ない。 

２ （略） ２ （略） 

  

 （便宜に要する費用）  

第７条の２ 市長は、利用者負担額のほか、

一般保育において提供される便宜に要する

費用のうち、次に掲げる費用（以下次項及

び第１１条において「便宜に要する費用」

 

 

 

 



という。）の額の支払を、便宜の提供を受

ける乳児及び幼児の保護者から受けること

ができる。 

 ⑴ 日用品、文房具その他の一般保育に必

要な物品の購入に要する費用 

 

 ⑵ 一般保育に係る行事への参加に要する

費用 

 

 ⑶ 食事の提供（乳児及び満３歳未満の幼

児に対する食事の提供その他市規則で定

めるものを除く。）に要する費用 

 

 ⑷ 保育園に通う際に提供される便宜に要

する費用 

 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、一般保育

において提供される便宜に要する費用の

うち、保育園の利用において通常必要と

されるものに係る費用であつて、便宜の

提供を受ける乳児及び幼児の保護者に負

担させることが適当と認められるもの 

 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者

（第１２条に規定する指定管理者をいう。

以下この条、次条、第９条及び第１１条に

おいて同じ。）が管理する保育園における

便宜に要する費用の額については、指定管

理者が便宜の提供を受ける乳児及び幼児の

保護者からその支払を受けることができ

る。 

 

３ 第１項第３号に規定する食事の提供に要

する費用の額（前項の規定により指定管理

者が支払を受けるものを除く。）は、市規

則で定める額とする。 

 

  

（延長保育料） （延長保育料） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の規定にかかわらず、指定管理者

が管理する保育園の延長保育料について

は、指定管理者があらかじめ市長の承認を

得て定める額を、指定管理者が指定する期

日までに指定管理者に支払わなければなら

ない。 

３ ３ 前２項の規定にかかわらず、指定管理者

（第１２条に規定する指定管理者をいう。

以下この項、次条及び第１１条において同

じ。）が管理する保育園の延長保育料につ

いては、指定管理者があらかじめ市長の承

認を得て定める額を、指定管理者が指定す

る期日までに指定管理者に支払わなければ

ならない。 

  

 （利用者負担額等の減免等）  （利用者負担額等の減免） 

第１１条 市長は、特別の理由があると認め

たときは、利用者負担額を減額し、又は免

除することができる。 

第１１条 市長は、特別の理由があると認め

たとき（指定管理者が管理する保育園にあ

つては、指定管理者が、市長が定める基準

に該当すると認めたとき）は、利用者負担

額又は延長保育料を減額し、又は免除する

ことができる。 



２ 市長（指定管理者が管理する保育園にあ

つては、指定管理者。次項において同

じ。）は、特別の理由があると認めたとき

（指定管理者が管理する保育園にあつて

は、指定管理者が、市長が定める基準に該

当すると認めたとき。次項において同

じ。）は、便宜に要する費用を減額し、又

はその支払を要しないものとする。 

 

３ 市長は、特別の理由があると認めたとき

は、延長保育料を減額し、又は免除するこ

とができる。 

 

  

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

 名称 位置   名称 位置  

 八王子市立子安保

育園 

八王子市子安町四丁目

３１番１号 

  八王子市立子安保

育園 

八王子市子安町四丁目

３１番１号 

 

 八王子市立子安保

育園いずみの森分

園 

八王子市子安町二丁目

１８番１号 
 

     

 （略） （略）   （略） （略）  

  

  
   附 則 

 この条例は、令和元年１０月１日から施行する。ただし、別表の改正規定は、

令和２年４月１日から施行する。 


